
■「サウンディング型市場調査実施要領」に関する質問と回答

№ 質問 回答

1

現状の人員体制は、６名とのこ

とだが、各人の職種を確認した

い。また、維持管理や舞台管理

の人員体制についても開示いた

だきたい。

　令和5年4月1日時点の職員配置は、次のとおりです。

正規職員２名（担当課長・係長、週5日勤務）、再任用職員2名（週

４日勤務）、会計年度任用職員2名（7.5時間/日、週5日勤務）。

職種はすべて事務職です。

　維持管理等の人員配置は、各業務でシフトを組んで対応していま

すが、概ね次のとおりです。

警備：計4名、清掃：計4名、舞台技師：計6名（大小ホール各3

名）、設備：計6名（市役所の設備と兼務）

2

本事業へ参画する際に、当該事

業の収支報告は不可欠と考えて

いるため、直近５年間の収支報

告を開示いただきたい。

　新型コロナウィルス感染症の影響や会計年度任用職員の人件費の

取扱に違いがあり、年度により金額にばらつきがありますが、直近5

年間の市民文化会館の歳入歳出決算状況は次のとおりです。

　なお、正規職員及び再任用職員の人件費は含まれていません。内

容については、「見直しに当たっての基本的な考え方（案）」の

P21をご確認ください。

伊勢原市民文化会館改修事業の実施に向けたサウンディング型市場調査

参加企業からの質問と回答
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■「伊勢原市民文化会館施設改修の基本的な考え方（案）」に関する質問と回答

№ 質問 回答

1

本事業の発注方式、事業予算

等の決定、公表はいつ頃を予定

しておりますか。

本事業の発注方式は、サウンディング型市場調査の結果を踏ま

え、今年度末（令和６年３月）までに決定する予定です。

その後、令和６年度から令和７年度にかけて施設の具体的な改修

内容を調整し、設計業務や要求水準書等の作成を行い、事業者の公

募・選定を進めていきたいと考えています。

そのため、最終的な事業規模等の決定、公表は令和７年度頃にな

ると見込んでいますが、今回の調査に参加している事業者に対して

は、検討の進捗にあわせ、適宜、情報提供などをさせていただく予

定です。

2

DB方式＋指定管理者の場合、

指定管理者の業務発注区分はど

のようにお考えでしょうか。

　現段階で指定管理者が行う業務として想定しているものは、次の

とおりです。

①施設運営に関する業務

　申請受付、使用許可、料金収受など。

②対象施設の管理に関する業務

・各種設備等の保守管理業務

（設備保守管理運転、舞台照明・音響設備、自家用電気工作物、防

火設備、ピアノ、客席、冷暖房機器等）

・清掃や警備、植栽管理、大規模修繕を除く修繕などの維持管理業

務

・大小ホール舞台操作業務

③自主事業実施業務

　文化芸術の鑑賞事業、市民参加型事業、普及啓発・育成事業及び

賑わい創出事業など、市民の文化創造の気運を高めるために必要な

業務

④その他の関連業務

　事業計画書や事業報告書の作成(管理業務の実施状況、利用実績、

利用料金等の収入実績、管理経費の収支状況等)、市民文化会館所管

課との連絡調整、その他日常業務の調整など。

3

設計時および現状の音響性能調

査の結果を共有頂けますでしょ

うか。

　設計時の音響性能調査の結果は、存在を確認できませんでした。

残っている情報は次のとおりです。

・実施日：昭和５５年２月１２～１４日、２８日（のべ４日間）

・実施業者：(株)永田穂建築音響設計事務所

・残響時間（５００Hz時）：

①大ホール　反射板使用時：1.81秒（設計値：1.9秒）　幕使用時：

1.53秒

②小ホール　反射板使用時：0.96秒（設計値：1.0秒）　幕使用時：

0.85秒

　なお、今年度、音響性能調査を行っており、その結果につきまし

ては、報告書の完成後にご確認（閲覧）していただくことができる

ようにします。
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№ 質問 回答

4

残響時間や遮音性能について改

修後に確保したい性能がありま

したらお知らせ頂けますでしょ

うか。

　残響時間については現状と同程度の性能を確保したいと考えてい

ます。

　なお、小ホールについては、リハーサル室や練習室等の諸室への

音漏れがあるため、遮音性・防音性能の向上に課題があると認識し

ています。

5

オーケストラピットおよびセリ

の 稼 働 率 は ど の 程 度 で し ょ う

か。

　オーケストラピットは貸し出し以外にも舞台用品を奈落へ下げた

りするのに使用しているため、稼働率の算定は困難ですが、作動回

数であれば、年間30～50回程度と見込まれます。

　迫りは経年劣化のため、現在、利用者への貸し出しはしておら

ず、舞台技師が舞台用品の昇降用に使っている状況です。

6

現在、トイレへのアプローチが

バリアフリーとなっていないた

め、車いすの方への対応はどの

よ う に さ れ て い ま す で し ょ う

か。

　大ホールホワイエにある身体障がい者用トイレ2箇所のうち故障し

ていない1箇所、小ホールの横にある身体障がい者用トイレ1箇所の

利用を案内しています。それぞれの身体障がい者用トイレへのアプ

ローチはバリアフリーとなっています。

7

アスベストの調査結果（床材、

吹付塗装、屋上防水、壁面下地

材等）がありましたら共有頂け

ますでしょうか。

　設計書により、吹きつけ施工などアスベストの使用の可能性があ

ると確認した箇所について調査を実施しており、「石綿障害予防規

則第3条第2項」に基づく事前調査における石綿分析結果をご確認

（閲覧）していただくことができます。

（調査箇所：小ホール入口二重扉内天井、小ホール調光室（床）、

小ホール（壁）、大ホール（壁）、大ホール1階スプリンクラー制御

弁室壁）

　なお、これまでの調査でアスベスト検出の報告はありません。

8

3.11震災後による施設損傷はご

ざいましたか。P41、42に改修

箇 所 等 の 記 載 は あ り ま す が 、

3.11 震 災 後 の 補 修 状 況 に つ い

て、補修箇所、図面、機器リス

ト等、より詳細な資料がありま

したら、共有頂けますでしょう

か。

　2011年3月11日震災による施設損傷は確認されていません。

　P41、42記載の表にある「改修箇所等」という表記は「改修(を必

要とする)箇所等」という意味であり、「改修（済みの）箇所等」と

いう意味ではございません。

　なお、施設の現状につきましては、令和３年度に実施した現況調

査の結果報告書をご確認（閲覧）していただくことができます。

9

P11 ： 「 特 定 天 井 の 脱 落 対 策

（既設補強）」という記載があ

りますが、どのような仕様を想

定しておられるのか、先行事例

の図面等があれば共有頂けます

でしょうか。

　特定天井の脱落対策について、経済性、音響性能、意匠性等、多

角的に検討した結果、天井を撤去して張り替えるのではなく、SDGs

の実現にも寄与する「既設の天井をそのまま活かして補強する」工

法の選択を検討しています。

　建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関

する省令に基づく評定機関である一般財団法人日本建築センターで

任意評定を取得することを想定しています。

　具体的には、天井の固有周期を0.1 秒以下とし、かつ震度5 強の地

震でも接合部が壊れないということを計算ルートで示すため、今

後、実施設計や既設補強案を作成し、要求水準書に反映させること

を想定していますが、現時点で提供できる資料はありません。
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№ 質問 回答

10

P３「見直しに当たっての基本的

な 考 え 方 」 で の 複 合 化 に つ い

て、他の所管課での機能も入っ

てくる可能性、また、その予定

はございますでしょうか？

　現時点で複合化を検討をしている機能としては、市民文化会館担

当を包含する課である市民協働課が所管している市民活動サポート

センターの機能移転のみです。

　用途変更の建築確認を伴う複合化を行う考えはありません。

　内容については、「見直しに当たっての基本的な考え方（案）」

のP19、P20をご確認ください。

11

現 在 の 市 民 文 化 会 館 事 業 協 会

は、存続させるのか廃止するの

かによって改修後の運営に大き

く影響するので市の判断を伺い

たい。

　現時点で、存続か廃止かの結論は出ていません。

　しかし、指定管理者制度を導入できる場合、現在の市民文化会館

事業協会が実施している事業のうち、市民のニーズや市民参画など

の観点から継続実施が必要と思われる事業を指定管理者に継承した

上で、市民文化会館事業協会を廃止することが考えられます。

12

使用料の見直しとあるが、条例

の変更となり議会承認が必要と

なるが、その大きなハードルに

対して見通しや確証はあるのか

伺いたい。

　本市では、公共施設全体として、受益者負担の適正化に取り組ん

でおり、令和元年度に公民館など無料であった施設の有料化や使用

料の改定を行っていますが、市民文化会館については、今後、改修

等に伴う長期休館が想定されることから、使用料の改定は見送って

いる状況です。

　こうした経緯を踏まえて、市民文化会館のリニューアルに当たっ

ては、適正な利用料金のあり方の再検証、減免規定や公用利用の見

直しなどを含めて、受益者負担の適正化についての検討を進めた上

で、使用料の改定を行うこととしています。

13

P 33  (3) 市民 文化会館 の 改修

及び 管理 運営 の スキーム で

は、 民間 活力 を 導入 した 改修

及び 管理 運営 に 係る 事業 ス

キーム としては、 「 ③ DB 方

式＋ 指定 管理 者 」 を 優位 と

して お 考え になって いる よう

ですが、 その 理由 を 具体的 に

ご教授 頂きたい 。

　ＤＢ（設計・施工一括発注）方式の場合、2017年度に創設された

公共施設等適正管理推進事業債を財源として活用する想定です。こ

の制度は、集約化・複合化、長寿命化、ユニバーサルデザイン化な

どの事業に活用でき、元利償還金に対する普通交付税措置もあるこ

とから、市にとって有効な地方債と考えています。

　また、償還期間を15年程度とすることができる本地方債の活用に

より、市の財政負担を平準化することができると見込んでおり、そ

の他、「見直しに当たっての基本的な考え方（案）」P33の「事業

方式の比較」に記載している「DB方式＋指定管理者」の特徴などを

踏まえ、民間のノウハウを生かしつつ、効率的に事業を推進してい

く観点から、現段階ではＤＢ（設計・施工一括発注方式）＋指定管

理者のスキームが優位であると考えています。
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■その他の質問と回答

№ 質問 回答

1

隣接する図書館、ならびに子ど

も科学館の改修予定はございま

すでしょうか？

また、プラネタリウムの存続に

つ い て お 教 え 頂 く 事 は 可 能 で

しょうか？

　公共施設の見直しの方向性については、伊勢原市公共施設配置プ

ラン（117～123頁）をご覧ください。

市ホームページのアドレスは、次のとおりです。

https://www.city.isehara.kanagawa.jp/docs/2023032300014/file_con

tents/saihaichiplan.pdf

2

２月の市民ワークショップやそ

の 他 資 料 で 語 ら れ て い る と お

り、図書館やこども科学館との

合 築 を 想 定 さ れ て い る よ う だ

が、運営に大きく影響する内容

なので、どの施設と合築するの

かサウンディング前に全て内容

を開示いただきたい。

　公共施設の見直しの方向性については、伊勢原市公共施設配置プ

ラン（117～123頁）をご覧ください。

市ホームページのアドレスは、次のとおりです。

https://www.city.isehara.kanagawa.jp/docs/2023032300014/file_con

tents/saihaichiplan.pdf
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